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消費⽣活相談のあるべき姿、現状、対応の⽅向

あるべき姿

相談までの⼊⼝

• 消費者が、消費者ホット
ラインの存在を認知し、
機能と役割を正しく理解

• 消費者が電話以外にも
相談のチャネルを持つ

• 相談員が充⾜し、いつで
も、どこに住んでいても質
の⾼い相談を受けられる

• 典型的な消費者トラブル
は⾃⼰解決できる

現状

• 年間90万件もの多様な
相談事案

• 相談員の減少傾向
• 消費者ホットラインの認

知度低迷

• 相談員の担い⼿が不⾜
• 相談したセンターによって

相談対応にばらつき

対応の⽅向

• 消費者ホットラインの存
在や機能・役割を周知・
啓発する必要

• 相談のデジタル対応を進
め、マルチチャネル化を図
る必要

• 相談員の担い⼿、相談
マニュアルや研修機会の
充実が必要

• デジタル化を通じた業務
改善と消費者による⾃
⼰解決の⽀援が必要

＞
＞

• センターで解決できないも
のを専⾨機関へ適切に
紹介

• 専⾨機関リストの不⾜
• 相談したセンターによって

紹介先にばらつき

• 専⾨機関と連携し、統
⼀的な紹介対応ができ
るようにする必要

相談対応 相談対応後の出⼝

> 消費⽣活相談は社会の変化に応じてバージョンアップさせることが重要。
（今後の対応⽅針）
①消費者への相談窓⼝の周知＜⼊⼝＞
②消費⽣活相談員の担い⼿の確保やスキルアップのための研修、マニュアルの充実、デジタル化推進＜相談対応＞
③個別被害の救済、政策対応、専⾨機関との連携等による多様な相談への対応の充実＜出⼝＞
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消費⽣活相談の性質 – 多種多様な相談が寄せられる

> 消費⽣活センターには、特定分野の商品に限らず、多種多様な相談が寄せられている
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（Source） 令和４年版「消費者⽩書」



「相談の⼊⼝」の現状① – 消費者ホットラインの認知度に課題
> 「消費⽣活センター」について、名前と内容を知っていた⼈が31.8％。名前を知っていた⼈と合わせると、87.1％
> 「消費者ホットライン」188（いやや︕）について、名前と内容を知っていた⼈が8.6％。名前を知っていた⼈と合わせると、

44.3％
> 消費⽣活センターが⼀定程度知られている⼀⽅で、消費者ホットラインについては、存在そのものの認知度という点でも、

ホットラインの機能や役割の認知度という点でも、課題を残している

消費者ホットライン188及び消費⽣活センターの認知度（N＝5,493⼈）

（Source） 令和３年度「消費者意識基本調査」
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「相談の⼊⼝」の現状② – 相談受付⼿法の多様化に課題

> ⼀部の消費⽣活センターではメール、ウェブフォーム等のオンラインによる相談受付を導⼊しているが、相談受付⼿法の⼤
宗は電話が占める

> デジタルネイティブ世代には電話を利⽤しない傾向もあることから、相談受付⼿法の多様化を図る必要
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Q．消費⽣活相談センターに相談すると想定して、電話・対⾯・郵送による相談のほか、メール、SNS やウェブ⼊⼒フォームでも相談ができるとした
ら、最も利⽤しそうな相談⽅法はどれですか。(回答はいずれか１つ)

（Source） ⼀般消費者向けアンケート
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「相談対応」の現状① – 相談員の担い⼿確保に課題
> 全国の消費⽣活センターには相談が年間90万件程度寄せられ、全国の3,300名ほどの相談員が対応
> 相談件数は毎年⼤きな変化は⾒られないが、相談員数はこのところ減少傾向にあり、担い⼿確保が課題
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（Source） 令和３年度「地⽅消費者⾏政現況調査」、令和４年版「消費者⽩書」
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「相談対応」の現状② – 相談対応の質向上に課題

> 相談員の約８割が相談員資格保持者であり、平均的な相談員経験年数はおおむね10年ほど
> 知⾒を有する相談員が対応にあたっているものの、多種多様な相談が寄せられる消費⽣活相談の現場において、関係

する法令等も常にアップデートされていくことから、相談の質を底上げするためにも、マニュアルと研修の充実を図る必要

資格保有者の⽐率（％）

（Source） 相談員向けアンケート、令和３年度「地⽅消費者⾏政現況調査」

消費⽣活相談員としての経験年数（N=1,824）

79.3 

20.7 

資格保有者
無資格者

（％）

（注）
• 資格保有者は、みなし合格者を含む
• 消費⽣活センターは、消費者安全法及び同施

⾏令において、資格保有者を配置することのほ
か、週4⽇以上開所していること等が要件とされ
ている
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「相談の出⼝」の現状 – 専⾨機関リストの充実に課題

> 専⾨機関のリストは、相談現場の聴き取り段階においてもっともよく参照されるマニュアル
> 専⾨機関とも緊密に連携し、さらなる専⾨機関のリストの充実を図り、多種多様な相談に対応できる⼒を底上げしていく

必要

相談員が聴き取り時に参照しているマニュアル等（N=1,824）
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消費⽣活相談対応マニュアル（令和元年10⽉改訂版 消費者庁）

対応困難者への相談対応標準マニュアル（令和3年2⽉ 消費者庁 全国消費⽣活相談員協会）

国⺠⽣活センター作成の各種相談処理マニュアル（⾦融商品、情報通信、美容医療等）

相談員の⼼得

研修参加時のレジュメ等

センター等で独⾃に作成しているマニュアル

センター等で独⾃に作成しているトークスクリプト

紹介先機関等のリスト

個⼈的に作成しているマニュアル

個⼈的に作成しているトークスクリプト

その他

（Source） 相談員向けアンケート

専門
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（Note）グラフ中、 「専⾨機関等のリスト」については、「紹介先機関等のリスト」の回答件数



消費生活に関する多様な
相談や苦情を受付

詐欺的な通販サイト

サポート詐欺

当選金・支援金トラブル

偽ＳＮＳ

投資勧誘トラブル

点検商法

送り付け商法

強引な訪問購入

水回り修理サービス高額請求

・

・

・

相談窓口の周知

消費者問題についての
専門的知識を持った

消費生活相談員

相談対応

 相談・苦情の相談者か
らの聴き取り

 契約書等の関係書類か
ら問題点を整理

 国センによる対応支援

・相談情報の分析

・注意喚起（手口、事業者名等）

・業界団体への要望／指導

・行政処分／摘発

・消費者政策の企画立案

政策対応

・事業者との自主交渉の
方法や具体的な解決方法
などについて助言・情報
提供

・高齢で自主交渉が難しい
複雑な案件などの場合
には事業者との交渉の
手伝い（あっせん）

・身体的被害や生活苦、
心の悩み、親族関係等は
必要に応じ、他の専門
機関を紹介

・国センによるADRを通じた
紛争解決等

個別被害の救済

消費⽣活相談に関する対応フロー
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あっせん件数と注意喚起件数の推移

> 全国の消費⽣活センターにおけるあっせん件数・あっせん率は上昇傾向
> 消費者庁・国⺠⽣活センターでは、令和３年度に計50件の注意喚起を実施

あっせんの件数・率 令和３年度の注意喚起件数
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（Source） 令和３年度「地⽅消費者⾏政現況調査」、消費者庁HP、令和３年度「独⽴⾏政法⼈国⺠⽣活センター業務実績等報告書」

（注）
• 国セン分は相談情報部公表分のみ
• 消費者庁分は消費者安全法に基づく財産分野のもののみ

（注）あっせん率については、全⾃治体の相談件数のうち、あっせんを実施
した件数の割合
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件数 国セン（41件）

消費者庁（９件）
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> 消費⽣活相談については、消費者のことを第⼀に考える視点を軸に、相談員の働きやすさの向上なども進めながら、消費
者被害の最⼩化に資するよう、デジタル化を推進している（例︓メールによる相談受付、⾳声⼊⼒機能の活⽤、AIなどに
よる相談データの分析強化・有効活⽤）。

消費⽣活相談のデジタル化

現時点での成果

> メールによる相談受付を約200⾃治体で先
⾏的に導⼊

> SNS相談の実証実験を実施、相談マニュア
ルを策定

> AIを活⽤した相談情報の活⽤に向けて実証
実験を実施
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「旧統一教会」について社会的に指摘されている問題に関し、悪質商法などの不法行為の相談、被害者の
救済を目的として、関係省庁間で情報を共有するとともに、被害者への救済機関等のあっせんなど関係省
庁による連携した対応を検討するため、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議が開催されている。

「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の開催について

令和４年８月1５日
関係省庁申合せ

令和４年９月１日
一部改正

１ 「旧統一教会」（現在は世界平和統一家庭連合）について社会的に指摘されている問題に関し、悪質
商法などの不法行為の相談、被害者の救済を目的として、関係省庁間で情報を共有するとともに、被害
者への救済機関等のあっせんなど関係省庁による連携した対応を検討するため、法務大臣の主宰によ

り、
旧統一教会」問題関係省庁連絡会議（以下「連絡会議」と言う。）を開催する。

「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の開催について

３ 連絡会議の下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指定する官職にある者
とする。

４ 連絡会議及び幹事会の庶務は、法務省人権擁護局において処理する。

５ 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

２ 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を
求めることができる。

議 長 法務大臣

議長代理 法務事務次官

構 成 員 内閣官房孤独・孤立対策担当室長 法務省人権擁護局長
警察庁生活安全局長 法務省大臣官房司法法制部長
消費者庁次長 外務省領事局長
総務省大臣官房地域力創造審議官 文部科学省初等中等教育局長
総務省行政評価局長 厚生労働省子ども家庭局長

厚生労働省社会・援護局長
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※なお、国民生活センターでは、特定トラブルに関する「特設ホットライン」を開設し、全国的に発生している案件、被害が深刻化している案
件、解決困難な案件などの特定テーマについて、相談を実施している。

「旧統一教会」問題相談集中強化期間：合同電話相談窓口について

「旧統一教会」問題についてお悩み・お困りの方

からの相談対応を強化するため、9月5日～30日の

期間を「旧統一教会」問題・相談集中強化期間と

して、皆様からのお悩み・ご相談を受け付ける

「合同電話相談窓口」が開設されている。

合同電話相談窓口では、孤独・孤立（内閣官房）、

犯罪被害相談（警察庁）、消費者トラブル（消費

者庁）、行政相談（総務省）、人権・法的支援

（法務省）、子どものいじめ（文部科学省）、児

童虐待・生活困窮・心の健康（厚生労働省）の各

分野で連携して対応している。民間でも相談対応

を行っている例もみられる。
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消費生活相談以外の相談窓口の例（2023年版「くらしの豆知識」抜粋）
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消費生活相談以外の相談窓口の例（（独）国民生活センター編集・発行「2023年版くらしの豆知識」抜粋）
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消費生活相談以外の相談窓口の例（（独）国民生活センター編集・発行「2023年版くらしの豆知識」抜粋）
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消費生活相談以外の相談窓口の例（（独）国民生活センター編集・発行「2023年版くらしの豆知識」抜粋）
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参照条文

○消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）
（都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施）

第八条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対す
る必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。

二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。
イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超え

た広域的な見地を必要とするものに応じること。
ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村

の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。
ハ・ニ （略）

三～五 （略）
２ 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行
うこと。

三～六 （略）
３・４ （略）

○独立行政法人国民生活センター法（平成十四年法律第百二十三号）
第十条 センターは、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 （略）
二 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
三～八 （略）
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